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わが国経済は「アベノミクス」による景気回復が着実に進む中、さらに「経済財政運営と改革の基本方針

2014」において、数年で法人実効税率を２０％台まで引き下げるとの政府方針が表明され、国際的イコ

ールフッティングが進むことで、今後、わが国企業の国際競争力強化も大いに期待されるところであり

ます。 

しかし、その一方で、東日本大震災からの復旧・復興対策やエネルギー安定供給問題等の課題の他、将来

の少子高齢化社会到来への対策等、取り組むべき課題は依然として山積しております。 

また海外との関係においては、欧米諸国に加え、中国アジア諸国等新興国の台頭による国際競争が激化  

しており、わが国企業をとりまく経営環境は大変厳しい情勢にあります。 

このような厳しい状況下においても、我々電機業界は、高効率火力発電機器、再生可能エネルギー設備や

環境配慮型家電製品の分野における世界有数の環境・省エネルギー技術等に代表されるように、世界トップ 

レベルの技術開発力を維持しており、それらの技術や製品の国内普及はもとより、全世界への普及を通じて、 

世界経済の発展や地球規模の環境保全に対して大きく貢献しております。 

今後も我々電機業界が、これらの活動を継続し国内外のさらなる経済発展に寄与していくためにも、グローバ

ル経済の急激な変化に対応した、わが国税制の整備・見直し並びにその施策のタイムリーな実行こそが必要 

かつ急務であると考えます。また、我々電機業界も、昨年度より業績は改善しており国内景気回復にも貢献して

いるところでありますが、それも我が国経済全体の景気回復があってこその業績改善であり、景気回復と業績改

善の好循環をより確実にするための企業立地環境整備が促進されれば、さらに大きな貢献ができるものと考えま

す。 

平成 27 年度税制改正要望では、わが国企業の国際競争力強化や国内投資促進並びに雇用維持・創出の

効果の観点から、先の政府方針に沿った法人実効税率の引き下げの他、研究開発促進税制（Ｒ＆Ｄ税制）の拡

充、地方税の見直し（償却資産に係る固定資産税の廃止等）を中心に要望いたします。 

 

 

●優先要望項目  

１．法人実効税率の引き下げ 

２．研究開発促進税制（R&D 税制）の拡充 

３．地方税の見直し（償却資産に係る固定資産税の廃止等） 

 

その他の要望項目については、8 ページ以降をご参照下さい。 
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わが国電機産業の概況 

 わが国の電機産業は、従来から培ってきた世界最高水準の技術・人材を維持・活用し、強い技術・製品・シス

テムをさらに強くし、国内の生産を確保しつつ、世界へ日本の優れた技術を提供し、常に最先端の製品、システ

ムを創出して事業展開を進めております。 

 

●重電機器分野の概況・取組み 

 国内市場では厳しい価格レベルが求められるものの、火力発電設備の新規建設や高効率な発送電設備への更新

需要が見込まれ、市場規模は堅調に推移すると予想されます。またグローバル市場では、新興国を中心に旺盛な

エネルギー需要を背景に、今後も市場拡大が続くと見込まれます。 

 わが国重電産業としても、日本に強みのある火力・送変電技術の更なる高度化・高効率化の推進と共にコスト

低減、再生可能エネルギー拡大とスマートグリッドなど地域･需給システム全体での最適エネルギー管理ビジネ

スの拡大を図りつつ、グローバル市場では、インフラ・システム輸出の競争力強化や面的拡大を図っていきます。 

また、わが国企業の海外生産は増加しているものの、主要な生産拠点の多くが国内に残っており、欧米をはじ

め中国・韓国メーカ等との競争も激化している中、わが国企業が世界有数の技術開発力により国際競争力を維持

し、さらに今後期待される新興国需要の事業獲得や、国内雇用維持・創出を実現していくためにも、法人税減税

や研究開発促進税制拡充等、税制の後押しが重要と考えます。 

 

●家電機器分野（白物家電機器分野）の概況・取組み 

 国内市場は、景気や天候の影響があるものの、中長期的には買い替え需要などで堅調に推移すると予想され、

グローバル市場では生活家電として新興国を中心に需要拡大が見込まれます。 

 わが国家電産業としても、材料・部品レベルでの改善の積み重ね、キーテクノロジーの技術革新による省エネ

性能や基本機能の更なる向上、エコをキーワードとしたリサイクル技術開発と環境配慮設計による環境にやさし

い製品群の創出、家庭・ビルなどにおけるエネルギー利用の最適化と消費者の利便性を実現するスマート家電と

しての市場拡大を図っていきます。グローバル市場においては、地域特性や生活様態に合わせた製品開発と拡販

を図っていきます。 

また、家電分野の生産拠点は生産コスト低減等のため既に海外生産にシフトしておりますが、需要創出が期待

される高付加価値製品や環境配慮設計製品の研究開発・生産について国内回帰する動きもあり、それらを促進し、

景気回復や、国内雇用維持・創出を実現していくためにも、生産コスト低減に繋がる法人税減税、研究開発促進

税制拡充等が必要と考えます。 

①電機・電子産業の国内生産額の概況（2013年） ②重電・家電製品の国内生産額と伸び率

（単位：億円）

金額 比率

37,042 19.6%

17,930 9.5%

12,568 6.7%

51,905 27.5%

8,308 4.4%

20,636 10.9%

13,168 7.0%

27,136 14.4%

188,693 100.0%

分野

重電機器（JEMA取扱製品）

家電機器（JEMA取扱製品）

電子計算機及び関連装置

電子管・半導体素子及び集積回路

民生用電子機器

重電製品：
発電用ボイラ及び原動機、回転電気機械、電動機一体機器、静止
電気機械器具、開閉制御装置及び開閉機器、原子力プラント、新エ
ネルギーシステム

家電製品：
生活環境・冷暖空調関連機器、調理厨房関連機器、ホームランド
リー関連機器、理美容関連機器、ネットワーク家電機器

電子部品

通信機械器具及び無線応用装置

その他

合計
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出典： 経済産業省 生産動態統計

出典： 経済産業省 生産動態統計

家電伸び率：

13％

重電は4年連続で増加
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③ＪＥＭＡ主要会員企業の業績状況

（連結ベース　単位：億円）

年度 売上高 営業利益 税引前利益 当期純利益

11年度 322,276 9,949 ▲ 67 ▲ 5,400

12年度 307,539 9,386 ▲ 1,613 ▲ 8,685

13年度 336,611 16,830 14,556 7,397

出典：　ＪＥＭＡ主要会員会社14社の有価証券報告書等より作成

④重電製品の輸出入額と伸び率

●主な輸出先(2013年度）

国名 金額 比率

中国 4,789 20.3%

米国 4,479 19.0%

韓国 2,923 12.4%

⑤家電製品の輸出入額と伸び率

●主な輸入元(2013年度）

国名 金額 比率

中国 7,325 74.6%

タイ 1,195 12.2%

マレーシア 393 4.0%
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我が国の家電産業は、生産コストの低減、為替リスクの回避のため、普及品・小型製品を中心に生産拠点をアジア地域へ
シフトしており、そのため製品輸入の割合が高くなっている。
今後、需要が期待される高付加価値製品や環境配慮設計製品の研究開発・生産について国内回帰を促進し、国内雇用
維持・創出の実現をするためにも、生産コスト低減に繋がる法人税減税、研究開発促進税制拡充等が必要である。

出典： 財務省 貿易統計

出典： 財務省 貿易統計

重電製品においては生産拠点が国内が主流であり、今後、中国等のアジア諸国においては、電力の旺盛な伸びを背景と
した石炭火力発電や送配電設備輸出等の需要増、また北米では高経年設備の更新需要も見込まれており、わが国の重
電機器生産は堅調に推移する模様だが、一方、欧米の他、中国・韓国メーカとの競争も一層激しいものとなっている。
わが国企業の生産拠点の多くは国内に残っているが、欧米・中国・韓国メーカ等との競争も激化する中でわが国企業が世
界有数の技術開発力を維持し、さらに今後期待される新興国需要の事業獲得や、国内雇用維持・創出を実現するために
も、法人税減税や研究開発促進税制拡充等、税制の後押しが重要である。

輸出伸び率：

13％

23,590

20,785

輸出伸び率：

10％

2,750 3,029
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➅世界のエネルギー、環境分野を牽引する日本の電機産業の更なる高度化、高性能化のための開発の推進 

  原子力発電分野 

⇒福島第一原子力発電所の廃炉・除染・汚染水対策については、我が国の高い技術力を結集し 

その収束に向け鋭意対応している。また、我が国の原子力技術は海外でも高く評価されており、 

原子力発電を推進する諸国への世界最高レベルの原子力技術の提供を行う一方、その高い 

技術力を生かし、医療用加速器・粒子線応用製品の開発促進・普及(原子力技術の医療分野への 

応用)も着実に進めている。 

火力発電分野 

・超々臨界圧石炭火力発電、石炭ガス化複合発電、高効率ガスタービンコンバインドサイクル 

⇒我が国企業の製品は世界最高水準の技術により効率性・信頼性が高く、高効率化・ＣＯ２排出削減に 

よる省エネ化・地球温暖化防止に大きく寄与している。また更に高温、大規模化による高効率 

システムの開発（1650℃級、1700℃級ガスタービン）の開発も進んでいる。【下図①・②参照】 

・環境システム（脱硫・脱硝装置等）  

  ⇒火力発電所・工場内設置ボイラ・ガスタービン等の排ガス処理について、我が国企業の製品は 

昨今の厳しい排出規制を守るべく、効率的かつ処理性能の高い設備を提供している。 

・二酸化炭素回収・貯留技術 

  ⇒工場や発電所から排出されるＣＯ２を地中深くに埋める技術であり、新たな地球温暖化防止策として 

実用化を推進している。 

再生可能エネルギー分野 

・風力発電 

   ⇒浮体式風力発電設備では、我が国企業の高い技術により、世界に類をみない深い海域における 

風車設置や、潮流の激しい海域での高圧変電設備設置も進んでいる。 

 

出典：資源エネルギー庁資料 

②ＬＮＧ火力発電の効率向上 

出典：資源エネルギー庁資料 

①石炭火力発電の効率向上 
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１．法人実効税率の引き下げ  
【要望内容】 

・法人実効税率２０％台への引き下げを３年を目処に実現いただき、さらにアジア諸国並の２０％台

前半までの水準を目標としていただきたい。 

・我が国企業の国際競争力そのものが減退することにならないよう、研究開発促進税制等、現状で 

国際競争力強化に貢献している各種施策については、引き続き維持・拡充等の配慮をいただき、 

法人課税において、実質的な税負担軽減となるようお願いしたい。 

【目的・効果】 

・わが国企業の国際競争力強化 

・国内投資促進による雇用の維持・創出 

・海外からの直接投資の促進 

  
 
・近年、各国で法人実効税率の引下げが行われ、わが国でも約 35％となっているが、 

米国以外の各国と比して依然として高い水準となっている。 

・英国では 2015 年 4 月より 20％に引き下げを予定する等、わが国と各国の乖離が拡大傾向にある。 

 

 
 
 
 
 
・シンガポールや香港等、企業立地環境を整備した地域が上位を維持している。 

 

【図表１】各国の法人実効税率（2014 年 4 月現在） 

【図表２】ＩＭＤ国際競争力順位の推移 

出典：IMD 世界競争力年鑑 

出典：財務省「法人所得課税の実効税率の国際比較」等より作成 
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２．研究開発促進税制（R&D 税制）の拡充 

【要望内容】 

 ・試験研究費の総額に係る税額控除制度拡充を中心に要望 

①26 年度末で期限を迎える総額型の税額控除限度額の引き上げ措置 

（法人税額の２０％→３０％）の恒久化、もしくは少なくとも期限の延長 

②総額型の税額控除限度超過額の繰越期間延長（１年→５年以上） 

③総額型の繰越控除制度の適用要件を緩和し、試験研究費額が前年より 

増加していなくとも適用できること 

④増加型上乗せ措置について増加割合５％以下でも適用とすること 

（現行は増加割合５％超に適用） 

⑤総額型にかかる特別試験研究費税額控除制度（オープンイノベーション型）の 

大幅な拡充（別枠化・手続の簡素化等） 

【目的・効果】 

 ・企業の研究開発投資の後押し   ・技術立国としてのわが国の国際競争力強化 

 

 

 

・各国の制度において控除限度額自体が無い国も多く、また繰越期間もわが国と比べて長くなっている。 

また、ヨーロッパやアジア諸国では、研究開発拠点の海外流出阻止や新規立地促進のために 

研究開発促進税制を拡充する動きが続いている。 

・パテントボックス課税制度（特許権から生ずる所得への優遇税制）の導入については 

英国も 2013 年 4 月から導入しており、研究拠点立地の優遇制度の拡充が進む。 

国名 制度 控除限度額
繰越
期間

直近の改正内容 最近の動き

英国 損金算入型 無 無制限
08年：　研究開発費の追加損金算入額を拡充。

11年：　さらに算入額を拡充。

13年：　大企業向け税額控除制度導入。

08年拡充
11年拡充
13年拡充

フランス 税額控除型（総額型） 無 3年

11年：　一部制度縮減。

　　　　　（新設法人等への優遇税額控除率の引き下げ等）

13年：　中小企業が革新的な技術開発に要した一定の支出に

　　　　　対して２０％の税額控除適用。

11年縮減
13年拡充

韓国
税額控除型（総額型又は
増加型）

無 5年

10年：　重点産業に係る税額控除を新設。　（LED・ロボット

　　　　　応用等62個の技術、金属・繊維等48個の技術）

13年：　中堅企業の類型を設け優遇控除率を適用

　　　　　（以前は大企業と同率）

10年拡充
13年拡充

中国 損金算入型 無 5年 08年：　開発研究費の追加損金算入率を拡充。 08年拡充

日本
税額控除型（総額型＋増
加型）

総額型＝法人税額の30%

上乗せ措置（増加型等）＝同10%
1年

13年：　税額控除額の控除上限３０％措置は14年度末で

　　　　　期限切れ。

14年：　上乗せ措置を15年度末まで延長。

13年拡充
14年拡充  

 

 

 

（連結ベース　単位：億円）

年度 売上高 研究開発費
研究開発費

比率
当期純利益

11年度 322,276 16,872 5.2% ▲ 5,400

12年度 307,539 15,722 5.1% ▲ 8,685

13年度 336,611 15,943 4.7% 7,397

14年度見込 339,460 16,691 4.9% 8,449  

【図表４】ＪＥＭＡ会員企業における研究開発費の状況 

出典：ＪＥＭＡ会員企業 経理委員会 14 社の有価証券報告書等より作成 

【図表３】各国の制度比較と研究開発促進税制拡充の動き 

出典：経済産業省「平成27年度税制改正に関する経済産業省要望」等より作成 
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３．地方税の見直し（償却資産に係る固定資産税の廃止等） 

【要望内容】 

(1) 固定資産税の見直し 

①償却資産に係る固定資産税の廃止 

②償却資産税における償却計算を法人税と同一化 

③土地・家屋に対する固定資産税の見直しならびに負担水準の軽減 

 

(2)地方税体系の見直し（整理統合・簡素化） 

①事業所税の廃止・見直し 

②事業税外形標準課税の見直し（拡大は反対） 

③地方税への連結納税制度の導入 

④地方税納付事務の簡素化 

⑤申告電子化の徹底やフォーマットの統一 

 

(3) 地方独自課税への対応（法定外税の新設導入時の手続きの法制化等） 

 

【目的・効果】 

・企業の国内設備投資促進 

・装置産業の国外流出の防止 

・国内雇用の維持・創出 

 

 

 

国名 課税の有無 備考

英国 ×

フランス ×
職業税（「建物、土地、設備（償却資産）」に対す
る課税）を2010年廃止

韓国 ×

中国 ×

日本 ○  

【図表５】償却資産（機械・装置）に対する固定資産税の課税状況 

出典：経済産業省資料等より作成 

※ 船舶・航空機、昇降機等の特殊な付帯設備を除く 
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平成 27 年度税制改正要望項目 

 

網掛けがある項目が重点要望項目となります。 

 

1． 法人実効税率の引き下げ 

2． 研究開発促進税制（Ｒ＆Ｄ税制）の拡充 

3． 地方税の見直し（固定資産税の見直し等） 

(1)固定資産税の見直し（償却資産に係る固定資産税の廃止等） 

(2)地方税体系の見直し（整理統合・簡素化） 

(3)地方独自課税への対応（法定外税の新設導入時の手続きの法制化等） 

4． 繰越欠損金の使用制限８０%の撤廃、繰越控除期間・繰戻期間の延長 

5． 企業年金積立金に対する特別法人税の撤廃 

6． 受取配当金の益金不算入制度の改善 

7． 国際関連税制の見直し 

(1)外国子会社合算税制（タックスヘイブン対策税制）の軽減税国判定基準の引下げ 

（１８％以下） 

(2)外国税額控除制度の改善 

(3)二国間租税条約の新規締結・改定の推進 

(4)移転価格税制の見直し 

8． 会計基準変更（国際会計基準とのコンバージェンス）への対応 

9． 地球温暖化対策税の見直し 

10． 企業組織再編税制の整備 

11． 連結納税制度の改善 

12． 減価償却制度の見直し 

13． 「生産性向上設備投資促進税制」の将来的な延長 

14． 環境関連投資促進税制の延長ならびに拡充 

15． 印紙税の廃止 

16． その他の法人税制の見直し 

(1)貸倒引当金制度の復活 

(2)役員賞与に係る「利益連動給与」「事前確定届出給与」の損金算入要件の緩和 

(3)電話加入権の損金算入 

(4)一般寄附金の損金算入限度額の拡大 

(5)低炭素化設備の普及を目的とした贈与税の特例措置の創設 

(6) 「当初申告要件及び適用額の制限」緩和にかかる職権更正への適用拡大 

17． 消費税９５％ルールの復活 
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1．法人実効税率の引き下げ 

平成 26 年 6 月に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針 2014」において、27 年度   

より、数年で法人実効税率を２０％台まで引き下げることを目指すとの表明をいただきましたが、

その引き下げの実施にあたっては、以下の点を考慮いただけるよう要望いたします。 

 

①「経済財政運営と改革の基本方針 2014」では、来年度より数年で法人実効税率を２０％

台まで引き下げることとなっていますが、２０％台への引き下げについては３年を 

目処に実現いただき、さらにアジア諸国並の２０％台前半までの水準を目標として 

いただきたい。 

②「経済財政運営と改革の基本方針 2014」に記載されている「成長志向に重点を置いた

法人税改革」とするためにも、我が国企業の国際競争力そのものが減退することに  

ならないよう、研究開発促進税制等、現状で国際競争力強化に貢献している各種施策

については、引き続き維持・拡充等の配慮をいただき、法人課税において、実質的な   

税負担軽減となるようお願いしたい。 

 

これらにより、欧州・アジア諸国の実効税率との国際的イコールフッティングの実現、ならび

に我が国企業の国際競争力強化が見込まれます。 

 

2．研究開発促進税制（Ｒ＆Ｄ税制）の拡充 

企業の研究開発投資は、将来の収益実現のため長期的視野に立ち、絶えず行われております。

諸外国においても近年、研究開発促進税制拡充が活発化しており、研究開発拠点の海外流出を防

止し、技術立国としてのわが国の国際的競争力を維持するためにも、試験研究費の総額に係る税

額控除制度は極めて重要であり、過小評価すべきではありません。 

また、現状の税額控除制度では、赤字決算の場合には本制度を利用できず、また税額控除限度

額の繰越期間の制約もあるため、本制度の活用メリットを十分に享受できない場合があります。 

研究開発投資をキャッシュ面で支えるべく、本制度の拡充について、以下の通り見直しを要望

いたします。 

①26 年度末で期限を迎える総額型の税額控除限度額の引き上げ措置（法人税額の２０％

→３０％）の恒久化、もしくは少なくとも期限の延長 

②総額型の税額控除限度超過額の繰越期間延長（１年→５年以上） 

③総額型の繰越控除制度の適用要件を緩和し、試験研究費額が前年より増加していなく

とも適用できること 

④増加型上乗せ措置について増加割合５％以下でも適用とすること（現行は増加割合

５％超に適用） 

⑤総額型にかかる特別試験研究費税額控除制度（オープンイノベーション型）の大幅な

拡充（別枠化・手続の簡素化等） 
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3．地方税の見直し（固定資産税の見直し等） 

 (1) 固定資産税の見直し 

①償却資産に係る固定資産税の廃止 

償却資産に係る固定資産税は諸外国には無い稀な課税制度であり、また他の投資優遇税制

等を活用した場合でも、本制度による課税で投資優遇効果が減殺されてしまうこともあり、

本制度がわが国企業の国際競争力の低下や、装置産業の国外流出を引き起こす要因の  

ひとつになっています。国際的イコールフッティングを確保することで、企業の国際競争

力向上、国内への投資促進による景気浮揚、国内の雇用増の実現等の効果が期待されます

ので、償却資産に係る固定資産税の廃止を要望いたします。 

②償却資産税における償却計算を法人税と同一化 

平成 19 年度税制改正において法人税法における償却計算方法が改正されましたが、それに

伴って償却資産税における償却計算方法の改正が行われなかったため、企業は二重管理を

強いられています。申告実務の軽減を図るため、平成 19 年度税制改正で行われた償却計算

方法に償却資産税の計算方法を合わせていただくよう要望いたします。 

③土地・家屋に対する固定資産税の見直しならびに負担水準の軽減 

土地・家屋に対する固定資産税については商工業用地への過重な負担がなされております。

その負担を軽減し国内産業に活力を与えるためにも、評価方法の見直しならびに負担水準

の軽減を要望いたします。 

 

(2)地方税体系の見直し（整理統合・簡素化） 

①事業所税の廃止・見直し 

事業所税の従業者割については事業税付加価値割と同様の給与課税であり雇用促進と  

逆行する他、資産割についても固定資産税等との二重課税となっているため、地方税体系

の整理統合・簡素化の流れの中で廃止を検討いただくよう要望いたします。なお、廃止で

きない場合でも、免税点判定における「みなし共同事業」要件基準の見直しは早急に実施    

いただくよう要望いたします。 

②事業税外形標準課税の見直し（拡大は反対） 

「事業税外形標準課税」については事務負担の増加が問題となっています。課税標準の  

簡素化、付加価値割の算出方法の改善（単年度損益の除外）等、税体系の整理統合・    

簡素化を要望いたします。 

また、法人実効税率の引き下げの議論に関連した本税の安易な拡大については、雇用の  

維持・創出に悪影響が及び、欠損法人への課税強化にも繋がるため反対いたします。 

③地方税への連結納税制度の導入 

連結納税制度を地方税に導入することにより、企業の納税事務の簡素化及び国税と地方税

の整合性確保を実現できますので、制度導入を推進いただくよう要望いたします。 

④地方税納付事務の簡素化 

地方税の納付は自治体毎に行うため、全国規模で事業を展開している企業にとって大きな

事務負担となっています。企業の納税事務負担の軽減と自治体の徴税事務効率化を同時に

実現できることからも、本店所在地への一括納付を認める等、納付事務の簡素化を要望  

いたします。 

⑤申告電子化の徹底やフォーマットの統一 

申告事務効率化のため、申告電子化の徹底（全地方自治体の eL-Tax への加入）や、    

フォーマットの統一、自治体ごとの税率の一覧性向上等について、推進いただくよう要望

いたします。 
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 (3) 地方独自課税への対応（法定外税の新設導入時の手続きの法制化等） 

地方分権の推進により、地方独自課税の新設が想定されます。公平・公正な課税を実現する  

ためにも、地方独自課税について公の場で検討する体制の整備が必要です。新設にあたっての  

納税者の事前意見聴取の義務化、総務大臣の同意に際しての判断基準・内容の公表を法制化して   

いただくよう要望いたします。 

 

4．繰越欠損金の使用制限８０%の撤廃、繰越控除期間・繰戻期間の延長 

繰越欠損金を保有しているにもかかわらず、繰越欠損金の使用制限や期限切れが生じると、 

通算では利益が出ていない苦境にある企業が課税されることになります。事業の継続性に配慮し、

課税の公平性を確保するために、また企業の生産設備投資が増大し研究開発の長期化も進む中、

投資回収の予見可能性を高め、長期的視野での投資拡大を後押しするためにも、依然として  

諸外国に比べ不利な扱いとなっている以下の制度の見直しを要望いたします。 

 

①使用制限８０%の撤廃 

使用制限により、繰越欠損金を保有しているにもかかわらず、課税所得が発生することに

なり、また事務負担増大も引き起こすことになるため、この制限はぜひとも取り止める  

ことを要望いたします。 

【諸外国の欠損金使用制限】  英・米国・韓国・シンガポール ⇒ 無制限 

②繰越控除期間の延長 

欠損金の繰越控除期間の扱いについて、米国並みの２０年に延長することを要望いたし 

ます。また、期間延長に際しては、帳簿の保存期間等について企業実務の簡便化に配慮  

いただくよう要望いたします。 

  【諸外国の欠損金繰越控除期間】 

 英・仏・独・豪・香港・シンガポール ⇒ 無期限 

 米国 ⇒ 20 年     台湾・韓国 ⇒ 10 年 

③繰戻還付の復活と繰戻期間の延長 

繰戻還付については、課税の公平性の観点から、全ての企業を対象にした本来の税制の  

取り扱いに戻し、また繰戻期間について米国は２年であり、国際的イコールフッティング

の観点から繰戻期間の延長を要望いたします。 

 

5．企業年金積立金に対する特別法人税の撤廃 

少子高齢化が進展し、年金受給者が増大する中、企業年金基金は、運用利率の低迷による積立

不足が問題となっており、この状況で積立残高に対する課税を行うと、更なる年金財政の悪化を

招く恐れがあります。 

企業年金資産の健全性を維持し、従業員及び年金受給者の企業年金に対する信頼感を高める 

ためにも、企業年金積立金に対する特別法人税（平成 29 年 3 月末まで停止中）については、   

拠出・運用時は非課税、給付時課税の原則に沿って完全撤廃していただくよう要望いたします。 
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6．受取配当金の益金不算入制度の改善 

現行の制度においては、国内受取配当金に関して、その他株式に掛かる配当等の５０%は、  

課税済みの利益に再度課税される二重課税の状態となっております。本来、受取配当金の益金 

不算入制度は二重課税を排除するための制度であり、持分割合に関係なく全額を益金不算入と 

するよう、制度の見直しを要望いたします。 

また、負債利子控除計算について、負債利子中の特定利子の控除制度の復活の他、９５％が  

益金不算入とされている外国子会社からの配当について、国内投資の促進のため全額を益金  

不算入とされる措置を要望いたします。 

受取配当金の益金不算入制度を見直すことにより、二重課税を是正し企業の国際競争力の強化

を図ることができます。また、企業の株式保有における不利な取り扱いを是正することにより、

企業の株式保有を促し金融市場を活性化させる効果が期待できます。 

 

7．国際関連税制の見直し 

(1) 外国子会社合算税制（タックスヘイブン対策税制）の軽減税国判定基準の引下げ（１８％以下） 

諸外国では法人実効税率の引き下げを実施しており、タイでは 2013 年 1 月に２０%となり、 

英国では 2015 年 4 月から２０%となる見込であるため、今後、外国子会社合算税制（タックス

ヘイブン対策税制）の判定において「２０%」が軽課税とは言えなくなる状況が想定されます。

英国やタイが該当することのないよう、早急に軽減税国判定基準の引下げ（１８％以下）を要望

いたします。 

(2) 外国税額控除制度の改善 

控除対象外国税額があるにもかかわらず、所得の減少や現地の課税とのタイムラグのために 

税額控除を受ける事ができないケースが発生しています。本制度の目的である国際的二重課税の

解消をより確実にするため、また国際的な税負担のイコールフッティングを図るためにも、以下

の項目について制度の見直しを要望いたします。 

なお本制度の見直しに当たっては、国税だけでなく地方税においても同様の見直しがなされる

ように要望いたします。 

①控除限度超過額及び控除限度余裕額の繰越期間の延長（３年 → ９年） 

②控除限度超過額の損金算入制度の創設 

・控除限度超過となった外国法人税は繰越か損金算入の選択を認める 

・控除不能が確定した繰越外国法人税の損金算入を認める 

③損金算入を選択した場合の控除余裕額の切捨て措置の廃止 

④控除限度額計算に用いる法人税額は、試験研究費等の税額控除前の法人税額とすること 

（3） 二国間租税条約の新規締結・改定の推進 

今後投資交流の活発化が見込まれる国々との条約締結・改正交渉の推進については、ロイヤリ

ティ支払いに関する源泉税の相互撤廃などを盛り込んだ日米租税条約をモデルとする一方、利子

の源泉地国免税を進める等、一層の見直しを図ることを要望いたします。 

特に親子間に係る源泉税の免税化は、「外国子会社配当益金不算入制度」の目的である日本へ

の資金還流と再投資の促進を図ることができ、わが国企業の競争力強化に寄与することが期待 

されます。条約締結・改正交渉にあたっては、多くの日系企業が進出しているドイツ・中国・   

台湾を最優先とすることを要望いたします。 

また、経済のグローバル化の進展により、企業が国際的二重課税に直面するケースが増加して

おります。移転価格税制に基づく相互協議や仲裁制度の実現等による国際的二重課税の回避の 

ために、二国間租税条約の新規締結を加速し租税条約ネットワークの整備拡充を図っていただく

よう要望いたします。 
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（4） 移転価格税制の見直し 

移転価格問題における企業と税務当局の見解の相違を未然に防ぎ、また国際的二重課税の  

リスク軽減により、企業の海外活動を側面から支援することで、わが国の企業の国際競争力強化

に繋げるために、本税制について以下の項目の見直しを要望いたします。 

 ①事前確認制度（ＡＰＡ）および相互協議の一層の迅速化、効率化 

 ②「国外関連者」基準の見直し（出資比率５０%以上⇒５０%超） 

 ③相互協議およびＡＰＡの決着に伴う過年度修正について、 

  地方税も含め、協議決着の日の属する事業年度において 

  一括調整が図れる仕組みの創設 

 ④相手国政府との事前合意を移転価格課税の成立要件とすること 

 ⑤事務運営指針における価格調整金と寄附金との区分の明確化 

 

8．会計基準変更（国際会計基準とのコンバージェンス）への対応 

国際会計基準とのコンバージェンスが進められていますが、国際的要請は連結のみが対象にな

っております。わが国の会計においては、連単分離を図り、単体について日本基準を堅持する  

ことにより、会計基準変更による税への影響を回避すべきであります。 

一方で、コンバージェンスにより会計基準と法人税法の乖離はますます拡大すると予想されて

おり、会計基準の変更が課税ベースの拡大に繋がる可能性が危惧されております。特に減価償却

費の損金経理要件を廃止せずに会計基準を変更した場合、本来税務上認められる減価償却費が 

損金算入できなくなる場合も想定され、結果として企業の税負担が増える可能性があります。 

研究開発促進や設備投資促進の目的を損なわないために、会計基準変更による税への影響を回避

できるよう、以下のような税制上の措置を要望いたします。 

① 減価償却費の損金経理要件の廃止 

② 試験研究費の発生時の損金算入 

③ 減損損失の損金算入 

④ 資産除去債務計上に伴う減価償却費の損金算入 

 

9．地球温暖化対策税の見直し 

平成 24年 10 月より導入された「地球温暖化対策税」については、東日本大震災以前に導入が

決定し、その後のエネルギー対策の議論も反映されないまま導入され、その後さらに税率の引き

上げも実施されております。 

本税制導入後、火力発電増加に伴う電力料金値上げ等により、我が国企業の国内立地環境の 

悪化や国際競争力低下が懸念されている状況を鑑み、本制度については、平成 28 年 4 月からの

税率引き上げ停止、もしくは廃止を含めた見直しをいただくよう要望いたします。 

また、見直しがなされない場合でも、本税制の使途について、本来の使用目的である省エネ・

再生可能エネルギー対策以外への使用については反対いたします。 
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10．企業組織再編税制の整備 

平成 26 年度税制改正大綱において、産業競争力強化法の認定を受けて事業の切り出し・統合

を行う企業に対して、出融資額の７割を限度として損失準備金を積み立て、損金算入できる制度

が創設されましたが、さらに柔軟な企業再編による企業の競争力強化に寄与するため、本制度を

有効活用できるよう、以下の項目につき制度の見直しを図られるよう要望いたします。 

①ＬＬＣ税制の創設 

日本版ＬＬＰ（Limited Liability Partnership）制度創設に引き続き、複数の企業が共同

し、リスクの高い新規事業に進出できる手段として、米国で導入されている事業形態、  

ＬＬＣ（Limited Liability Company）と同種のパススルー課税制度の創設を要望いたし  

ます。 

②株主における譲渡損益の繰り延べ措置の創設 

特例法等による認定等、一定の条件を満たす自社株対価 TOB について、株主における譲渡

損益の繰り延べ措置を講じるよう要望いたします。 

③適格組織再編に係わる要件の明確化 

事業継続、従業員引継、継続支配、株式継続保有の各要件の「見込み」概念が曖昧である

ため、要件を明確化するよう要望いたします。 

④時価算定方法の明確化 

「税制非適格再編」における「時価評価」には曖昧な点があるため、明確化していただく

よう要望いたします。 

⑤会社分割時の承継資産に関する固定資産税の取り扱い 

「固定資産税」の負担は１月１日現在の所有者に納税義務が生じますが、期中売却等の  

場合は譲受法人がその後の期間に対応する固定資産税相当額を負担しています。会社分割

時の未経過固定資産税についても、分割法人と分割承継法人との間で合理的に負担する 

ことを認めていただけるよう、運用の見直しを要望いたします。 

⑥先行設立した受皿会社に対する共同吸収分割の適格要件緩和 

認可事業の場合、受け皿会社を先行設立し許認可を取得させた後に当該会社に共同吸収 

分割を行う必要があり、この場合規模要件及び事業関連性要件を満たせず非適格再編と 

なる事例が多くなっております。認可事業でなければ本来は共同新設分割を実施し適格 

再編となるべきものであり、適格要件の緩和を要望いたします。 

⑦繰越欠損金の引継ぎ制限の短縮（５年→３年） 

繰越欠損金の引継ぎ制限を受ける特定資本関係期間については、現行５年から３年程度に

短縮いただくよう要望いたします。 

⑧従業員の引継要件の緩和 

再編時の柔軟な構造改革実施のために、従業員の８０％以上の継続雇用要件の緩和を要望 

いたします。 
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11．連結納税制度の改善 

連結納税制度について、以下の項目につき制度の改善を図られるよう要望いたします。 

①連結対象会社の拡充 

連結対象会社について、現在は完全子会社しか認められておりませんが、持株比率が 

８０％以上の会社についても連結対象会社とすることを任意選択できるよう要望  

いたします。 

②連結納税制度における中間申告納付期限の延長 

連結納税制度における確定申告では、企業の事務負担を考慮して２ヶ月の申告期限延長

が行われています。中間申告においても、確定申告と同様に申告期限を１ヶ月以上延長

していただくよう要望いたします。 

 

12．減価償却制度の見直し 

減価償却制度について、以下の項目につき制度の見直しを図られるよう要望いたします。 

 

①少額減価償却資産の損金算入限度額の引き上げ 

経済実態ならびに事務処理簡素化の観点から、また少額設備の更新需要を喚起すること

で投資の拡大効果が期待されることから、少額減価償却資産の損金算入限度額を現行の  

１０万円未満から、３０万円未満に引き上げていただくよう要望いたします。また、ソフト

ウェアについては損金算入限度額１００万円未満に引き上げていただくよう要望いたし 

ます。 

②減価償却資産区分の簡素化・明確化 

平成 20 年度の税制改正で機械装置の耐用年数区分の簡素化・明確化が図られましたが、

機械装置以外の有形減価償却資産（建物等）に係る耐用年数の区分についても同様の見直し

を行い、企業の管理コストの軽減と適切な運用の推進のためにも簡素化・明確化を図って 

いただくよう要望いたします。 

また、機械装置において、耐用年数表の細目に記載されていない設備（「事業用燃料電池

発電装置」等）には、その他のものとして長い耐用年数が適用されるものがあるため、   

見直しを図り明確化していただくよう要望いたします。 

 

13．「生産性向上設備投資促進税制」の将来的な延長 

平成 26 年度税制改正により創設された「生産性向上設備投資促進税制」については、供給側

では減税措置による需要拡大効果、また設備導入側では設備投資負担減少による業績改善効果が

見込まれ、国内の景気回復に資する政策として大いに期待されます。 

しかし設備投資については、導入検討から実際の導入までそれなりに長い期間を要することも

勘案すると、長期的な措置とすることが理想的であり、適用期限以降（29 年度以降）も少なく

とも同等の措置が継続できるよう要望いたします。 
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14．環境関連投資促進税制の延長ならびに拡充 

地球温暖化防止は全世界が取り組むべき喫緊の課題であることは衆目の一致するところで 

あります。世界有数の環境・省エネルギー技術を持つわが国産業界としても、地球温暖化防止に

向けた低炭素技術のさらなる推進は重要なテーマであり、また東日本大震災を契機として電力 

安定供給確保の問題も改めて注目されております。 

平成 24 年度税制改正においては、環境関連投資促進税制における太陽光発電設備及び風力  

発電設備にかかる即時償却措置が講じられ、また平成 25 年度税制改正においては、その対象  

製品の拡充等がなされましたが、地球温暖化防止と電力安定供給確保の両立の観点からも、   

本制度の恒久化もしくは 26 年度末で適用期限を迎える措置（太陽光発電設備・風力発電設備）

の延長を要望いたします。 

また、本制度による一層の効果拡大を図るため、対象機器について、温室効果ガス排出が   

少なく、かつ電力の効率的・安定的な供給と省エネ化を実現する燃料電池等にも拡充いただく 

一方、省エネに資する重家電製品にかかる税制措置等も併せて講じていただくよう要望いたし 

ます。 

 

15．印紙税の廃止 

印紙税は作成文書に担税力を求める文書課税と位置付けられますが、ペーパーレス化の進んだ

今日、文書にのみ課税することは課税の公平性等の観点から不合理であり、廃止していただく 

よう要望いたします。 

 

16．その他の法人税制の見直し 

（1）貸倒引当金制度の復活 

平成 24 年度税制改正において、貸倒引当金制度の適用法人を銀行、保険会社や中小法人等に

限定されましたが、貸倒れのリスクはすべての法人に共通して存在するものであるため、課税の

公平性の観点からも、貸倒引当金制度については、すべての法人に対して適用いただくよう  

要望いたします。 

（2）役員賞与に係る「利益連動給与」「事前確定届出給与」の損金算入要件の緩和 

いわゆる役員賞与については、平成 18 年度税制改正で税務上も損金算入が可能となりました

が、「利益連動給与」「事前確定届出給与」とも適用要件が厳しく、制度導入を見送る企業が多い

のが現状です。企業が制度を有効活用できるように、損金算入の要件を緩和していただくよう 

要望いたします。 

(3) 電話加入権の損金算入 

税法上、固定電話の電話加入権（施設設置負担金）は非減価償却資産とされています。電話  

加入権（施設設置負担金）そのものの価値が薄れ、その廃止が検討されている現状において、  

税務上で損金算入を認めていただけるよう要望いたします。 

(4) 一般寄附金の損金算入限度額の拡大 

平成 23 年度税制改正において、特定公益増進法人等に対する寄附金の損金算入限度額が拡充

される一方、一般寄附金については損金算入限度額が縮減されましたが、企業の幅広い地域社会

への貢献活動を促進するためにも、一般寄附金についても拡充を要望いたします。 
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(5) 低炭素化設備の普及を目的とした贈与税の特例措置の創設 

平成 26 年度税制改正大綱に検討事項として記載されている低炭素化設備の普及を目的とした

贈与税の特例措置については、適用対象者の税制優遇だけでなく、現在、企業が中心となって  

いる環境対策活動が、国民全体での環境対策活動にも繋がる有効な施策となるため、創設を要望

いたします。 

(6) 「当初申告要件及び適用額の制限」緩和にかかる職権更正への適用拡大 

平成 23 年度税制改正において当初申告要件が緩和され、修正申告等の結果として法人税額が

増加した場合、法人税の増加額に連動して追加的に税額控除が認められることとなりましたが、

当該措置は「修正申告」及び「更正請求」の場合に限られ、税務調査により更正処分を受けて   

法人税額が増加した場合、連動して税額控除の増額は認められず、別途「更正の請求書」を提出

する必要があります。 

「更正通知」→「更正の請求」→「（更正の請求に対する）更正通知」と、企業・税務当局     

双方の事務負担が増加することから、税務調査による更正通知の中で税額控除の増額措置が適用

されるよう、改正を要望いたします。 

 

17．消費税の仕入税額控除制度における「９５％ルール」の復活 

平成 24 年度税制改正にて撤廃された消費税仕入税額控除制度における、いわゆる「９５％  

ルール」について、企業の膨大な事務コストの削減の他、当局側の税務調査コスト並びに企業の

税務調査対応コストの削減等の観点から、課税売上高が 5億円を超える事業者についても  

「９５％ルール」の復活をいただくよう要望いたします。 

 

以  上 



 


